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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のサンプルを顕微鏡で検査するための方法であって、以下の手順、
　ａ．サンプルの少なくとも一つが、それぞれ連続的にサンプル照明位置に位置決め可能
であるように、前記サンプル照明位置に対して、相対的に電動式または自動で移動可能な
サンプルホルダにサンプルを配置し、偏向手段のための隙間が、現在、前記サンプル照明
位置に位置しているサンプルに隣接しており、
　ｂ．照明対物レンズによって線状光の焦点を合わせ、
　ｃ．前記線状光が前記照明対物レンズを通過した後に、前記偏向手段によって、前記線
状光が前記照明対物レンズの光軸に対してゼロ度とは異なる角度、または１０度よりも大
きい角度で、または直角で伝播し、前記サンプル照明位置に焦点を有するように前記線状
光を偏向し、
　ｄ．前記サンプルホルダに保持されたサンプルを、前記サンプル照明位置に連続的に位
置決めし、前記サンプル照明位置にそれぞれ位置されるサンプルから出される検出光を検
出し、
　ｅ．前記サンプルを、少なくとも一つの直列に、前記サンプルホルダに保持し、または
、
　ｆ．前記サンプルを、環状の列若しくは湾曲した列で、前記サンプルホルダに保持し、
　ｇ．前記サンプルホルダを、３つの異なる方向または、互いに直交する方向に変位させ
、
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　それぞれ使用される前記サンプルホルダの種類は、自動的に認識され、
　前記サンプル照明位置における前記サンプルの連続的な位置決めは、前記認識されたサ
ンプルホルダの種類を考慮して、および/または前記認識されたサンプルホルダの種類に
関連付けられた、および／またはソフトウェアのメモリに記憶されている位置変更ルーチ
ンを使用して達成される、
　ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　ａ.前記サンプルは、マトリクス状に、および／または、共通の平面内において、前記
サンプルホルダにより保持されている
　ことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３】
　ａ.前記サンプルの１つまたは複数は、前記サンプルホルダのサブホルダに保持されて
いる、または、
　ｂ.前記サンプルホルダは、少なくとも一つのサンプルがそれぞれ保持されている複数
のサブホルダを含んでいる、または、
　ｃ.前記サンプルホルダは、少なくとも一つのサンプルが、またはサンプルの列が、そ
れぞれ保持されている少なくとも一つの鎖状のサブホルダを含んでいる、または、
　ｄ.前記サンプルホルダは、共通の平面および／または互いに平行に配向された複数の
鎖状のサブホルダを含んでいる、または、
　ｅ.前記サンプルホルダは、前記サンプルの少なくとも一つがそれぞれ保持されている
複数の立方体形状のサブホルダを含んでいる、または、
　ｆ.前記サンプルホルダは、少なくとも一つのサンプルがそれぞれ配置されている受け
皿として具現化されるサブホルダを含んでいる、または、
　ｇ.前記サンプルホルダは、前記サンプルの少なくとも一つが保持されているか、また
は前記サンプルの複数個が配置されているまたは並列させられている管を含んでいる、ま
たは、
　ｈ.前記サンプル照明位置は、前記照明対物レンズの外側に配置されているが、前記照
明対物レンズの延長された光軸上に配置されている、
　ことを特徴とする請求項１または２記載の方法。
【請求項４】
　少なくとも一つのサブホルダは、埋め込み媒体またはアガロース、または、ゲル状の透
明媒体を含んでおり、その中に、前記サブホルダによって保持されている一つまたは複数
のサンプルが埋め込まれている、ことを特徴とする請求項３記載の方法。
【請求項５】
　ａ.既に検査されて、既に前記サンプル照明位置から遠ざけられている前記サンプルが
、前記サンプルホルダから取り除かれる、または、
　ｂ.既に検査されて、既に前記サンプル照明位置から遠ざけられている前記サンプルが
、前記サンプルホルダから取り除かれ、そして、検査すべき更なるサンプルが前記サンプ
ルホルダに、または、空となった前記サンプルホルダの位置に引き渡される、
　ことを特徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　ａ.前記サンプルホルダは、検査すべき次のサンプルを、前記サンプル照明位置に、そ
れぞれ位置決めするために回転される、または、
　ｂ.前記サンプルホルダは、検査すべき次のサンプルを、前記サンプル照明位置に、そ
れぞれ位置決めするために、前記照明対物レンズの光軸の周りに、または前記照明対物レ
ンズの光軸に平行な軸の周りに回転される、または、
　ｃ.前記サンプルホルダは、検査すべき次のサンプルを、前記サンプル照明位置に、そ
れぞれ位置決めするために、前記サンプル照明位置に対して相対的に少なくとも一つの方
向に直線的に変位される、または、
　ｄ.前記サンプルホルダを２つの異なる方向または、互いに直交する方向に変位可能な
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変位装置が存在している、
　ことを特徴とする請求項１から５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　ａ.前記偏向手段と前記サンプル照明位置に位置している前記サンプルは、共通の平面
内に配置され、前記偏向手段は、前記サンプル照明位置に位置されている前記サンプルを
、この平面において片側においてまたは相対する２つの側において覆っている、
または、
　ｂ.前記サンプル照明位置と前記偏向手段が配置されている平面の中に、サンプルを前
記サンプル照明位置に搬送して、そこから遠ざけることができる少なくとも一つの領域の
余地がある、
　ことを特徴とする請求項１から６までのいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　検査すべき前記サンプルは、前記サンプルホルダにおよび／または前記サンプルホルダ
のサブホルダに自動的に配置される、ことを特徴とする請求項１から７のいずれか一項に
記載の方法。
【請求項９】
　前記線状光は、線状光平面で前後に連続的に移動される光束で構成される擬似の線状光
である、ことを特徴とする請求項１から８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記線状光は、前記照明対物レンズを介して偏心して進行するように、前記照明対物レ
ンズの中に結合される、ことを特徴とする請求項１から９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記サンプルから出る前記検出光は、また前記照明対物レンズを介して進行、および/
または、前記照明対物レンズにコリメートされる、ことを特徴とする請求項１から１０の
いずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記サンプルから出る前記検出光は、検出対物レンズを介して進行、および/または、
検出対物レンズにコリメートされる、ことを特徴とする請求項１から１１のいずれか一項
に記載の方法。
【請求項１３】
　前記照明対物レンズの光軸と前記検出対物レンズの光軸は、平行な態様で、および/ま
たは互いに共線上に配向している、ことを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　ａ.前記照明対物レンズと前記偏向手段は、互いに相対的に移動可能に配置されている
、または、
　ｂ.前記偏向手段は、前記照明対物レンズに移動可能に取り付けられている、または、
　ｃ.前記偏向手段は、前記検出対物レンズに移動可能に取り付けられている、
　ことを特徴とする請求項１２又は１３に記載の方法。
【請求項１５】
　複数のサンプルを保持しており、サンプルの少なくとも一つがそれぞれ、サンプル照明
位置に連続的に位置決め可能であるようにサンプル照明位置に対して、相対的に電動式お
よび/または自動で、移動可能に支持されているまたは移動可能であるサンプルホルダと
、
　線状光の焦点を合わせて出る照明対物レンズと、
　前記線状光を前記サンプルに向けて偏向する偏向手段と、
　を備えた光学装置であって、
　前記偏向手段のための隙間が、現在、前記サンプル照明位置に位置しているサンプルに
それぞれ隣接して存在しており、
　前記偏向手段は、前記線状光が、前記照明対物レンズの光軸に対してゼロ度とは異なる
角度、または直角で伝播するように、前記照明対物レンズから出される前記線状光を偏向
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するものであり、前記サンプル照明位置にそれぞれ位置されるサンプルから出される検出
光を検出する検出器を備え、
　前記サンプルホルダは、前記サンプルを少なくとも一つの直列に、または環状の列若し
くは湾曲した列で保持しており、
　前記サンプルホルダを３つの異なる方向または、互いに直交する方向に変位させる変位
装置を備えており、
　それぞれ使用されるサンプルホルダの種類を、自動的に認識する制御装置を備え、
　前記サンプル照明位置における前記サンプルの連続的な位置決めを、前記認識されたサ
ンプルホルダの種類を考慮して、および/または前記認識されたサンプルホルダの種類に
関連付けられた、および／またはソフトウェアのメモリに記憶されている位置変更ルーチ
ンを使用して達成する
　ことを特徴とする光学装置。
【請求項１６】
　ａ.前記サンプルは、マトリクス状に、および／または、共通の平面内において、前記
サンプルホルダにより保持されている
　ことを特徴とする請求項１５に記載の光学装置。
【請求項１７】
　ａ.前記サンプルの１つまたは複数は、サンプルホルダのサブホルダに保持されている
、または、
　ｂ.前記サンプルホルダは、少なくとも一つのサンプルがそれぞれ保持されている複数
のサブホルダを含んでいる、または、
　ｃ.前記サンプルホルダは、少なくとも一つのサンプルが、または、サンプルの列が、
それぞれ保持されている少なくとも一つの鎖状のサブホルダを含んでいる、または、
　ｄ.前記サンプルホルダは、共通の平面および／または互いに平行に配向された複数の
鎖状のサブホルダを含んでいる、または、
　ｅ.前記サンプルホルダは、前記サンプルの少なくとも一つがそれぞれ保持されている
複数の立方体形状のサブホルダを含んでいる、または、
　ｆ.前記サンプルホルダは、少なくとも一つのサンプルがそれぞれ配置されている受け
皿として具現化されるサブホルダを含んでいる、または、
　ｇ.前記サンプルホルダは、前記サンプルの少なくとも一つが保持されているか、また
は前記サンプルの複数個が配置されているまたは並列させられている管を含んでいる、ま
たは、
　ｈ.前記サンプル照明位置は、前記照明対物レンズの外側に配置されているが、前記照
明対物レンズの延長された光軸上に配置されている
　ことを特徴とする請求項１５または１６に記載の光学装置。
【請求項１８】
　少なくとも一つのサブホルダは、埋め込み媒体またはアガロース、またはゲル状の透明
媒体を含んでおり、その中に、前記サンプルまたは前記サブホルダによって保持されてい
る一つまたは複数のサンプルが埋め込まれている、ことを特徴とする請求項１７記載の光
学装置。
【請求項１９】
　ａ.既に検査されて、既に前記サンプル照明位置から遠ざけられている前記サンプルを
、前記サンプルホルダから取り除くハンドリング装置を備える、または、
　ｂ.既に検査されて、既に前記サンプル照明位置から遠ざけられている前記サンプルを
、前記サンプルホルダから取り除き、そして、検査すべき更なるサンプルを前記サンプル
ホルダに、または、空となった前記サンプルホルダの位置に引き渡すハンドリング装置を
備える、
　ことを特徴とする請求項１７から１８のいずれか一項に記載の光学装置。
【請求項２０】
　ａ.検査すべき次のサンプルを、前記サンプル照明位置に、それぞれ位置決めするため
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に、回転可能に支持された前記サンプルホルダを回転させる制御装置を備える、または、
　ｂ.検査すべき次のサンプルを、前記サンプル照明位置に、それぞれ位置決めするため
に、前記照明対物レンズの光軸の周りに、または前記照明対物レンズの光軸に平行な軸の
周りに、前記サンプルホルダを、回転させる制御装置を備える、または、
　ｃ.検査すべき次のサンプルを、前記サンプル照明位置に、それぞれ位置決めするため
に、前記サンプル照明位置に対して相対的に少なくとも一つの方向に変位する前記サンプ
ルホルダを、変位装置によって直線的に変位させる制御装置を備える、または、
　ｄ.前記サンプルホルダが、２つの異なる方向または、互いに直交する方向に変位させ
ることができる変位装置を備える
ことを特徴とする請求項１５から１９のいずれか一項に記載の光学装置。
【請求項２１】
　ａ.前記偏向手段と前記サンプル照明位置に位置している前記サンプルは、共通の平面
内に配置され、前記偏向手段は、前記サンプル照明位置に位置されている前記サンプルを
、この平面において片側においてまたは相対する２つの側において覆っている。
または、
　ｂ.前記サンプル照明位置と前記偏向手段が配置されている平面の中に、サンプルが前
記サンプル照明位置に搬送されて、そこから遠ざけることができる少なくとも一つの領域
の余地がある
　ことを特徴とする請求項１５から２０のいずれか一項に記載の光学装置。
【請求項２２】
　検査すべき前記サンプルを、前記サンプルホルダに、または前記サンプルホルダのサブ
ホルダに自動的に配置し、または、既に検査されたサンプルを、前記サンプルホルダから
取り除くハンドリング装置を備える、ことを特徴とする請求項１５から２１のいずれか一
項に記載の光学装置。
【請求項２３】
　前記線状光は、線光状平面で、ビーム偏向装置で、前後に連続的に移動される光束で構
成される擬似の線状光である、ことを特徴とする請求項１５から２２のいずれか一項に記
載の光学装置。
【請求項２４】
　前記線状光は、前記照明対物レンズを介して偏心して進行する、ことを特徴とする請求
項１５から２３のいずれか一項に記載の光学装置。
【請求項２５】
　前記サンプルから出る前記検出光は、前記照明対物レンズを介して進行、および/また
は、前記照明対物レンズにコリメートされる、ことを特徴とする請求項１５から２４のい
ずれか一項に記載の光学装置。
【請求項２６】
　前記検出光を前記検出器に導く検出対物レンズを備え、
　前記サンプルから出る前記検出光は、前記検出対物レンズを介して進行、および/また
は、検出対物レンズにコリメートされる、請求項１５から２５のいずれか一項に記載の光
学装置。
【請求項２７】
　前記照明対物レンズの光軸と前記検出対物レンズの光軸は、互いに平行な態様で、およ
び/または互いに共線上に配向している、ことを特徴とする請求項２６に記載の光学装置
。
【請求項２８】
　ａ.前記照明対物レンズと前記偏向手段は、互いに相対的に移動可能に配置されている
、または、
　ｂ.前記偏向手段は、前記照明対物レンズに移動可能に取り付けられている、または、
　ｃ.前記偏向手段は、前記検出対物レンズに移動可能に取り付けられている、
　ことを特徴とする請求項２６又は２７に記載の光学装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数のサンプルを顕微鏡で検査するための方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本発明はさらに、複数のサンプルを保持しており、サンプルの少なくとも一つがそれぞ
れ、サンプル照明位置に連続的に配置されるようにサンプル照明位置に対して、特に電動
式および/または自動で、移動可能に支持されているサンプルホルダを備えた、複数のサ
ンプルの顕微鏡的検査のための光学装置に関するものである。
【０００３】
　特定の連続的な調査や統計的な検査のために、顕微鏡で多数のサンプルを、連続して、
迅速に、好ましくは自動的に検査することの要請が、いくつかのアプリケーションにおい
て存在する。
【０００４】
　例えばＤＥ１９９５０２２５Ａ１は、２２×６０ｍｍのキャリア上に格子状に分布して
いる多数の特定の検出領域を、共焦点走査型顕微鏡を用いて走査することを許容するため
の特定の構成が開示されている。この文献の教示によると、キャリアは、通常の走査型顕
微鏡の対物視野よりも実質的に大きいという問題が、光学部品の一部を搬送するキャリア
に平行な平面において回動可能なアームを用いることで、解決される。 
【０００５】
　このような解決策は、非常に複雑だけでなく、複数のサンプルの三次元画像化が、未だ
に非常に長い時間を要するという欠点を有している。このことは、特に、通常のライムタ
イムが制限され、光に敏感なサンプルでは、受け入れ難い。
【０００６】
　顕微鏡で検査すべき多数のサンプルは、限られたライフタイムを有している。このよう
な条件の理由は、特に、多くの場合、それらの光感受性である。
【０００７】
　スキャン動作は非常に長い処理時間を要し、現在関連しているスキャンポイントの外側
に位置するサンプル領域は、またそれぞれ、スキャン動作中に照明光によって影響を受け
て、それによって損傷を受けるために、例えば、走査顕微鏡を用いた、例えば標本スライ
ド上にマトリクス状に配置されたサンプルの三次元のスキャニングは、実際に、この点で
問題である。
【０００８】
　サンプルがレイヤーで照明される完全に異なる技術は、原則的に、サンプルにあまり影
響を与えずに、画像データのより迅速な取得を可能にするが、これまでのところ、サンプ
ルの迅速な大量の検査には適していない。なぜならば必要とされる光学装置は、技術的に
非常に複雑となり、サンプルを別々に個別に特定の装置に配置する必要があり、観測装置
はサンプル毎に個別に苦心して構成する必要があるためである。この方法は、単一平面照
明顕微鏡（ＳＰＩＭ）として特に知られている。
【０００９】
　ＳＰＩＭの方法で動作する顕微鏡は、ＤＥ１０２５７４２３Ａ１に記載されている。
観察が照明線状光の平面に対して垂直に行われている間、この顕微鏡では、サンプルは、
薄い線状光で照射される。
【００１０】
　照明および検出は、２つの独立した光学システムを有し、特に、２つの別々の、相互に
垂直な対物レンズを有することで、２つの別々の光ビームの経路を介して、ここで発生す
る。線状光は、照明対物レンズとそれに先行するシリンドリカル光学素子によって生成さ
れる。画像取得のために、サンプルは、蛍光および/または散乱光をレイヤーで平面検出
器により取得するために、検出器に対して固定された線状光を介して移動される。これに
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よって得られたレイヤーの画像データは、サンプルの三次元画像に対応するデータセット
の中に集められる。
【００１１】
　特に、この方法は、原則として、標準的な顕微鏡スタンドを伴う従来の顕微鏡の構成を
有する装置を用いて実装することができない。これらの技術を実施するために、複雑で高
価な特別な配置が、代わりに、必要とされる。
【００１２】
　ＤＥ１０２００４０３４９５７Ａ１は、その筐体の光ガイドが、サンプルへの照明光の
ために、レンズ部の外側に設けられている顕微鏡対物レンズを介してサンプルを顕微鏡観
察するための装置を開示している。
【００１３】
　照明光は、最初に光ガイドの内部に対物レンズの光軸に平行に進行し、対物レンズハウ
ジングに取り付けられた小さな開口部の環状の反射器に、遭遇する。小さな開口部の環状
の反射器は、サンプルの中に、追加の撮像素子を用いて、顕微鏡の対物レンズの光軸に対
して垂直に、そして観察方向に対して垂直に、照明光を集光する。
【００１４】
　ここでも、サンプルがＳＰＩＭの原理を利用したやり方で領域内に照射される。この具
体例では、環状の反射器の内部にサンプルを配置することが特に問題となる。したがって
、この種の装置は、複数のサンプルの連続的な検査のための自動化された方法を利用する
ためには適さない。
【００１５】
　また、特に水生生物の検査にとって、サンプルホルダにサンプルを保持しない代わりに
光シートで透照されたガラス毛細管を介してそれらを吸引することが、知られている。こ
の種の手順は、バーンズらによる論文「光シートベースの蛍光顕微鏡検査における三次元
細胞培養物の調製戦略と照明」（"Preparation strategy and illumination of three-di
mensional cell cultures in light sheet-based fluorescence microscopy,"）（生物医
学光学誌（Journal of Biomedical Optics）、Vol. 17(19), 101518 (Oct. 2012)が、例
えば、知られている。この種の手順は、複数のサンプルの構造的に体系化された目標を定
めた顕微鏡での調査には、不向きである。
【００１６】
　ヤニックらの記事、「顕微鏡操作、イメージング、および表現型小型無脊椎動物と脊椎
動物のための技術」（"Technologies for Micro manipulating, Imaging, and Phenotypi
ng Small Invertebrates and Vertebrates,"）（Annu. Rev. Biomed. Eng. 2011; 13:185
-217）は、また、サンプルが毛細管を通してポンピングされる方法を開示している。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　したがって、本発明の目的は、複数のサンプルの顕微鏡での検査を、効率的に、正確に
、そして好ましくは、自動化された方法で、サンプルに低影響で行うことを可能にする方
法を説明することである。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　したがって、その目的は、以下のステップによって特徴付けられる方法によって達成さ
れる。
　ａ．サンプルの少なくとも一つが、それぞれ連続的にサンプル照明位置に位置決めされ
るように、前記サンプル照明位置に対して、特に相対的に電動式および/または自動で、
移動可能なサンプルホルダにサンプルを配置するものであって、偏向手段のための隙間が
、現在、前記サンプル照明位置に位置しているサンプルに隣接している。
　ｂ．照明対物レンズによって線状光の焦点を合わせる。
　ｃ．前記線状光が、前記照明対物レンズを通過した後に、前記偏向手段によって、前記
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線状光が前記照明対物レンズの光軸に対してゼロ度とは異なる角度、特に１０度よりも大
きい角度で、特に望ましくは直角で伝播し、前記サンプル照明位置に焦点を有するように
前記線状光を偏向する。
　ｄ．前記サンプルホルダに保持されたサンプルを、前記サンプル照明位置に連続的に位
置決めし、前記サンプル照明位置にそれぞれ位置されるサンプルから出される検出光を検
出する。
【００１９】
　本発明のさらなる目的は、複数のサンプルの顕微鏡での検査を、効率的に、正確に、そ
して好ましくは、自動化された方法で、サンプルに低影響で行うことを可能にする装置を
説明することである。
【００２０】
　この目的は、
　偏向手段のための隙間が、現在、前記サンプル照明位置に位置しているサンプルにそれ
ぞれ隣接して存在しており、
　前記偏向手段は、線状光が、照明対物レンズの光軸に対してゼロ度とは異なる角度、特
に直角で伝播するように、前記照明対物レンズから出される前記線状光を偏向するもので
あり、前記サンプル照明位置にそれぞれ位置されるサンプルから出される検出光を検出す
る検出器を備えていることによって特徴とする装置
によって達成される。
【００２１】
　本発明は、たとえば皮膚細胞の組織培養物としての生体細胞凝集物、および脊椎動物の
胚発生といった、光に敏感なサンプルの大量の検査を、高画像コントラストで、低い光毒
性で、実行することを可能にする。
【００２２】
　単位時間当たりのサンプルの高スループットは、上記のパラメータの点で、劣化を受け
入れる必要なしに可能となる。
【００２３】
　特に、本発明は、有利には、サンプルホルダの配置と使用と、サンプルに対する相対的
な特別のビーム案内とを併せたＳＰＩＭ技術の本発明に従った利用によって、特に援助さ
れることで、自動的で大量の検査が行われることが可能になる。
【００２４】
　例えば、サンプルは、マトリクス状に、および/または、共通の平面内で、サンプルホ
ルダにより保持される。この種のサンプルの配置は、単純な変位運動を用いて、サンプル
照明位置にサンプルを迅速かつ正確に連続してスイッチングすることを可能にする。
【００２５】
　代替的にまたは付加的に、供給は、少なくとも1つの直線状の列で、サンプルホルダに
よって保持されているサンプルに対して行うこともできる。この種の実施形態では、単一
方向の変位運動は、サンプル照明位置に連続的にサンプルを搬送するのに十分である。
【００２６】
　代替的に、サンプルは、湾曲した列で、特に環状の列で、サンプルホルダによって保持
される。供給は、サンプルホルダが、回転タレットとして具現化されていることで、行わ
れる。これらの実施形態では、サンプルは、連続的にそれぞれ回転運動が実行されること
により、サンプル照明位置に搬送される。
【００２７】
　特定の実施形態では、サンプルの1つまたは複数は、サンプルホルダの少なくとも一つ
のサブホルダに保持されている。供給は、サンプルホルダが、複数の特定の鎖状のサブホ
ルダで構成されることにより、行われる。
【００２８】
　サブホルダは、有利には、特に上部が開放している容器内に配置され、容器は、サンプ
ルおよび/またはサブホルダが水没され、好ましくは、完全に浸漬液で満たされているよ
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うに、浸漬液で満たされている。
【００２９】
　サンプルの検査の際に、特に、また、偏向手段を搬送できるようにする検出対物レンズ
は、浸漬液の中に浸漬するか、または液浸液の中に、少なくともフロントレンズを浸漬す
ることができる。好ましくは、偏向手段は、例えば１つまたは複数の偏向ミラーは、また
検査操作中に浸漬液に浸漬される。
【００３０】
　供給は、サンプルホルダが、少なくとも一つのサンプルを、特にサンプルの列を、それ
ぞれ保持している、少なくとも一つの鎖状のサブホルダを含んで、行われる。このような
実施形態の利点は、サンプル照明位置にサンプルを連続して搬送する間に、偏向手段は、
サブホルダに沿って外側方向に移動し、および/または、鎖状のサブホルダが偏向手段、
例えば偏向ミラーを、リニアな運動で、通り越して移動するということである。
【００３１】
　特に、供給は、有利には、サンプル照明位置にサンプルを連続的に搬送する間に、鎖状
のサブホルダは、２つの偏向手段、例えば、互いに対向して配置された偏向ミラーの間を
通って移動されることで、行われる。
【００３２】
　特定の実施形態では、サンプルホルダは、少なくとも一つのサンプルが、特にサンプル
の列において、それぞれ保持されている複数の鎖状のサブホルダを含んでいる。代替的に
、または付加的には、供給は、サンプルホルダが、共通の平面および／または互いに平行
に配向された複数の鎖状のサブホルダを含むことによって行われ、および／または、サン
プルホルダが、サンプルの少なくとも一つがそれぞれ保持されている複数の立方体形状の
サブホルダを含むことによって行われる。
【００３３】
　別の実施形態では、サンプルホルダは、少なくとも一つのサンプルがそれぞれ配置され
ている受け皿として具現化されるサブホルダを含んでいる。供給は、また、サンプルホル
ダが、サンプルの少なくとも一つが保持されているか、またはサンプルのいくつかが、特
に並んで配置されている、特に円筒管を含むことによって行われる。
【００３４】
　この種の実施形態は、また、サンプル照明位置に個々のサンプルの迅速かつ正確な搬送
を可能にする。
【００３５】
　特定の実施形態では、サンプル照明位置は、照明対物レンズの外側に配置されているが
、照明対物レンズの延長された光軸上に配置されている。
【００３６】
　これは、各場合において、少なくとも1つのサンプルの効率的で正確な、省スペースの
照明を可能にする。このような構成は、さらに、特に機械的に堅牢な実施形態を可能にす
る。理由は、特に、光学部品を保持するための長い、破壊的に振動するキャリアアームが
、回避されるということである。特に、供給は、有利には、照明光が照明対物レンズを介
して偏心して案内されることによって、行われる。
【００３７】
　特に有利な実施形態において、少なくとも一つのサブホルダは、埋め込み媒体、特にア
ガロースまたは（好ましくは類似の）ゲル状の透明媒体、および／または、同類似のゼラ
チン状の透明マトリックスを含んでおり、その中に、サンプルまたはサブホルダによって
保持されているサンプルが埋め込まれている。
【００３８】
　この種の実施形態では、各サンプルが不透明な保持コンポーネントによって、影なしで
観察することができるという特定の利点を有している。加えて、サンプルの保存に良好で
保護される環境は、埋め込み媒体によって生成することができる。
【００３９】
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　特定の実施形態では、供給は、既に検査されて、既に前記サンプル照明位置から移動さ
れているサンプルを、特に自動的に、サンプルホルダから取り除くことによって行われる
。特に、供給は、付加的に、検査すべき更なるサンプルをサンプルホルダに、特に、空と
なったサンプルホルダの位置に搬送することによって行われる。
【００４０】
　これは、有利には、サンプルを連続的に、中断することなく、連続的に検査することが
できる連続的な検査プロセスを可能にする。
【００４１】
　既に述べたように、供給は、検査すべき次のサンプルを、照明位置に、それぞれ位置さ
せるために、サンプルホルダが回転されることによって行われる。
【００４２】
　供給は、特に、検査すべき次のサンプルを、照明位置に、それぞれ位置させるために、
照明対物レンズの光軸の周りに、または照明対物レンズの光軸に平行な軸の周りに、サン
プルホルダが、回転されることによって行われる。
【００４３】
　サンプルが、サンプルホルダに環状に配置されている場合に、この種の手順は、特に有
利に適合する。
【００４４】
　代替的にまたは付加的に、供給は、検査すべき次のサンプルを、照明位置に、それぞれ
位置させるために、照明位置に向けて少なくとも一つの方向に関してサンプルホルダが、
直線的に変位されることによって行われる。および／または、供給は、サンプルホルダが
、特に自動的に、２つの異なる、特に互いに直交する方向に変位可能に変位装置が存在し
ていることによって行われる。および／または、供給は、サンプルホルダが、特に自動的
に、３つの異なる、特に互いに直交する方向に変位可能に変位装置が存在していることに
よって行われる。
【００４５】
　特定の実施形態では、偏向手段と照明位置に位置しているサンプルは、共通の平面内に
配置され、偏向手段は、照明位置に位置されているサンプルを、この平面で、不完全にの
み、特に片面のみまたは両側を覆っている。好ましくは、照明位置と偏向手段が配置され
ている平面の中に、サンプルが照明位置に搬送されて、そこから移動することができる少
なくとも一つの領域の余地がある。
【００４６】
　この種の実施形態では、サンプルが上記平面内でサンプルホルダによって格納されると
いう特別な利点を有している。そしてサンプルは、それぞれ、サンプル照明位置に搬送さ
れ、また、サンプルの１つまたは複数の変位の動きを介して、そこから、照明平面とする
ことができる上記共通の平面内で排他的に除去される。そこでは、上記共通の平面に対し
て垂直方向への位置決め動作を必要とはしない。
【００４７】
　極めて特に有利な実施形態では、それぞれ使用されるサンプルホルダの種類を、特にソ
フトウェア制御された様式で、自動的に認識し、照明位置における前記サンプルの連続的
な位置決めを、特に自動的に、認識されたサンプルホルダの種類を考慮して、および/ま
たは認識されたサンプルホルダの種類に関連付けられた、特にソフトウェアのメモリに記
憶されている位置変更ルーチンを使用して達成する。
【００４８】
　したがって、この文脈では、一度に現在のタイプの光学装置に適合する、異なるタイプ
のサンプルホルダ、例えば、鎖状またはターレット状のサンプルホルダを使用することが
可能になる。
【００４９】
　有利には、供給は、検査すべきサンプルを、サンプルホルダにおよび／またはサンプル
ホルダのサブホルダに自動的に、たとえば自動ローダを使用することによって、配置する
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ことで可能になる。供給は、さらに有利には、サンプルが、顕微鏡での検査の点でサンプ
ルホルダ内に、好ましくは自動的に配置されることで行われる。
【００５０】
　線状光は、断面が円形の光束、たとえばレーザから、シリンドリカル光学素子によって
生成される。代替的には、線状光が、線状光面の前後で連続的に移動される光束で構成さ
れた擬似線状光であることも可能である。
【００５１】
　光学装置は、この目的のために、たとえば、線状光が照明面で事実上、存在している照
明面で、光束が好ましくは、十分に迅速に、移動可能となるビーム偏向装置を含ませるこ
とができる。および／または、照明は、サンプルから射出される光の検出のために設けら
れた検出器において、および顕微鏡の下流の評価装置において、たとえばシリンドリカル
光学素子で発生した連続した線状光と識別することはできない。および/または取得され
た画像データは、連続する線状光による照明の状況によって生成されるデータと、異なら
ないか、または実質的に異ならない。
【００５２】
　好ましくは、偏向された線状光が伝播する線状光面は、照明対物レンズの光軸および/
または、検出対物の光軸に対して垂直に配向されている。
【００５３】
　特定の実施形態では、供給は、サンプルから出る前記検出光が、照明対物レンズを介し
て進行、および/または、照明対物レンズにコリメートされることによって行われる。
【００５４】
　しかしながら、代替的に、サンプルから出る検出光が、検出対物レンズを介して進行、
および/または、検出対物レンズにコリメートされることも可能である。供給は、ここで
は、特に、照明対物レンズの光軸と前記検出対物レンズの光軸が、平行な態様で、および
/または互いに共線上に配向して、行われる。
【００５５】
　この種の実施形態は、光学装置が、特にコンパクトで堅牢な方法で実施することができ
る特別な利点を有しており、サンプル照明領域は、特に容易にアクセス可能であり、した
がってサンプル照明領域内のサンプルの迅速かつ正確な連続的な搬送を可能にするという
特別な利点を有している。
【００５６】
　供給は、特に、有利には、線状光が、最初に照明対物レンズを介して垂直方向に進んで
、それから、サンプルの層を照射するために、偏向手段で水平方向に偏向されることによ
って行われる。照明されたレイヤーから出される光、特に蛍光灯は、好ましくは、検出対
物レンズを介して垂直方向に進行する。この種の構成は、本発明に係る光学装置を製造す
るために、標準的な直立または倒立の顕微鏡スタンドの使用を、許容する。
【００５７】
　偏向装置は、例えば、一つまたは複数の偏向ミラーを含むことができ、有利には、特に
移動可能に、照明対物レンズに、および/または検出対物レンズに実装される。倒立顕微
鏡スタンドが、本発明に係る光学装置を製造するために使用される場合には、特に頑強で
コンパクトな実施形態は、偏向手段が検出対物レンズの上に保持されているという事実に
よって可能になり、それは、倒立顕微鏡スタンドのコンデンサ位置に、コンデンサの代わ
りに配置されている。
【００５８】
　サンプル照明位置に位置されるそれぞれのサンプルへの照明方向および/または照明位
置の信頼性のある調節の利益のために、供給は、有利には、照明対物レンズ及び偏向装置
が互いに移動可能に配置され、および/または偏向装置は、照明対物に移動可能に取り付
けられ、および/または偏向装置は、検出対物レンズに移動可能に取り付けられているこ
とによって行われる。
【００５９】
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　この種の実施形態はさらに有利には、検査すべきサンプルが、照明対物レンズの画像フ
ィールドよりも大きい場合でも、高い開口数を有する照明対物レンズを使用することを可
能にする。高い開口数の照明対物レンズの使用は、サンプルに当たる線状光または擬似線
状光を、特に薄く構成することができ、それは解像度を増加させることになるという特定
の利点を有している。
【００６０】
　検出対物レンズの移動は、好ましくは、唯一の規定の領域内で生じるという事実を、以
下に説明する。
【００６１】
　検出対物レンズに関してのサンプルまたはサンプルホルダの運動は、偏向手段の左右へ
のそれぞれの外方向配置の結果として、制限される。サンプルとの可能性のある衝突を回
避するために、安全装置は、規定の領域内でのみ、検出対物レンズに関連するサンプルス
テージあるいはサンプルホルダの位置決め/移動を許可することが必要とされる。これら
の規定の領域は、制御ソフトウェアを介して、そして機械的および電子的スイッチを介し
てそれらの両方によって定義することができる。
【００６２】
　偏向手段がサンプルと衝突しないことを確実にするために、十分に大きな隙間がサンプ
ルと偏向手段との間に存在しなければならない。
【００６３】
　この隙間は、線状光の中心でサンプル内の関心部位を位置決めするのに使用される。
【００６４】
　特に、運動制限の（好ましくは、ソフトウェアベースの）定義に関しては、事前に定義
された領域が特定される。
　a）特別なサンプルチャンバまたは特別なサンプルホルダにおける複数のサンプルまた
はサブホルダの配置は、正確に定義されており、制御ソフトウェアに格納されているとい
う事実による。これは、手動で、特別なサンプルホルダの挿入時に検出/読み出しによっ
て、例えば自動的に、または手動で、必要に応じてロードされる。特別なサンプルホルダ
の例示の実施形態は、図８に示されている。および／または、
　b）サンプルホルダに含まれるサンプルまたはサブホルダが、画像生成方法を用いて、
予め検査されるという事実による。およびサンプル/サブホルダの位置または配置は、取
得した画像の自動画像解析により算出さるという事実による。
【００６５】
　様々な顕微鏡検査法は、例えば、共焦点、透過光、位相コントラスト、多光子、反射、
落射蛍光顕微鏡検査のために使用することができる。個々の方法またはいくつかの方法の
組み合わせを用いることにより、偏向手段とサンプルとの間の衝突が発生することなくサ
ンプルステージが移動することができるそれらの領域を同定することが可能である。加え
て、サンプルチャンバ、特に、この目的のために生成された埋め込まれたメディアは、例
えば、蛍光マーカの使用のおかげで、より正確にサンプル空間を特徴付けることに寄与す
る。
【００６６】
　様々な光学的方法は、偏向手段とサンプルとの間の衝突なしに偏向手段とサンプルホル
ダとの間の相対運動が可能となる隙間または定義可能な領域を検出することに使用される
。
【００６７】
　一方では、照明対物レンズを介して照明光を共焦点反射測定することにより、サンプル
ホルダのカバーガラスや透明基材からサンプル領域への移行を確認することが考えられる
。  
【００６８】
　典型的には、サンプルの屈折率は、水性メディウムの屈折率よりも高いために、サンプ
ルを、カバースリップ上に配置した場合に、遷移における反射は減少する。カバーガラス
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とメディア/サンプルとの間の屈折率の差が大きくなればなるほど、遷移に於ける反射は
同様に大きくなる。したがって、サンプルが置かれ、隣接するサンプル領域の間の隙間を
特定することが可能となる。
【００６９】
　サンプルの吸収を利用する方法は、クリアランスを識別するための更なる可能性がある
。広視野光顕微鏡法および走査型光顕微鏡法の両方を使用して、サンプルの輪郭、したが
って、種々のサンプルの間のクリアランスを示す画像を取得することが可能である。
【００７０】
　サンプルの吸収挙動が低い場合には、さらに造影法、例えば微分干渉コントラスト（Ｄ
ＩＣ）または位相コントラストが、優れた輪郭を描くために使用される。
【００７１】
　その支持体、または埋め込み媒体が検出することができるように、少なくとも部分的に
、サンプル支持媒体（例えば寒天、ヒドロゲル）に染料を追加することも考えられる。こ
の染料色素は、吸収するとともに、蛍光を発することができる。この染料、ひいてはサン
プル領域は、広視野顕微鏡または共焦点/多光子顕微鏡法の両方を用いて同定することが
できる。
【００７２】
　本発明の一般的で、特に独立したものでは、サンプルホルダは以下のように具現化され
る。
【００７３】
　サンプルホルダは、偏向手段を有する検出対物レンズが制限された運動領域の周囲で運
動できるように寸法決めされている十分な寸法安全領域（安全ボーダー）を包含する。検
出対物レンズまたは偏向手段レンズとの衝突を引き起こすサンプルおよび/またはサブホ
ルダの形での「障害無し」は、この安全ボーダーには存在しません。加えて、サンプルホ
ルダは、個々のサンプル又はサブホルダを配置することができる制限された運動領域を含
むことができる。好ましくは、これらの任意の配置のサンプルまたはサブホルダはそれぞ
れ、検出対物レンズや偏向手段によってサンプルが破壊されることなくサンプルのスキャ
ンまたはイメージングを可能とするために、隣接するサンプルまたはサブホルダに対して
定義可能か、必要な間隔を有している。
【００７４】
　サンプル又はサブホルダが実質的に平行に、適切な間隔をおいて配置されているときに
、一方向のみのサンプル又はサブホルダの走査が特に可能である。適切な間隔は、偏向手
段の寸法に依存する。
【００７５】
　サンプルホルダは、好ましくは、制限された運動領域において、特に、配置することが
できるマーキングを備えている。したがって隣接するサブホルダまたはサンプル列の間の
必要な間隔を遵守できるように、サンプルホルダ上のサンプルの正確な配置は、オペレー
タのために容易になる。
【００７６】
　本発明の主題は、概略的に図面に示され、同じ参照符号で示された要素の機能は同じで
あるとして、図面を参照して以下に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】図１は、本発明による方法の可能な実施形態を説明するための図で、本発明に係
る光学装置の例示の実施形態の詳細図である。
【図２】図２は、本発明による方法の別の可能な実施形態を説明するための図で、本発明
に係る光学装置の別の例示の実施形態の詳細図である。
【図３】図３は、本発明による方法の更なる可能な実施形態を説明するための図で、本発
明による光学装置のさらなる例示の実施形態の詳細図である。
【図４】図４は、本発明の可能な光学装置の例示実施形態を示す図である。
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【図５】図５は、本発明の改良された光学装置の例示実施形態を示す図である。
【図６】図６は、本発明の可能な光学装置の別の例示の実施形態を示す図である。
【図７】図７は、線状光の可能な経路を示す図です。
【図８】図８は、特別なサンプルホルダの例示の実施形態を示す平面図である。
【図９】図９は、サブホルダを有するサンプルホルダの例示実施形態の斜視図である。
【図１０】図１０は、サブホルダを有するサンプルホルダのさらなる例示の実施形態の斜
視図である。
【発明を実施するための形態】
【００７８】
　図１は、本発明による方法の可能な実施形態を説明するために、多数のサンプル１の顕
微鏡での調査のための本発明に係る光学装置の例示の実施形態の詳細図を示している。
【００７９】
　光学装置は、検査すべきサンプル１が、サンプルホルダ２の複数のサブホルダ３内に保
持されているサンプルホルダ２を含んで構成されている。サブホルダ３はそれぞれ、鎖状
の直方体として具現化される。
【００８０】
　各サブホルダ３は、寸法的に安定する埋め込み媒体から作られており、例えばアガロー
スまたは、（好ましくは、類似の）ゲル状の透明媒体から作られており、各サブホルダ３
によって保持されたサンプル１がその中に埋め込まれている。
【００８１】
　サブホルダ３は、浸漬液（図示せず）で満たされているサンプルホルダ２の透明な受け
皿内で、一般的には、好ましくは、水平面内に配置され、そして、互いに平行である。
【００８２】
　サンプルホルダ２の特別な実施例と、保持されているサンプル１の特別な配置の結果と
して、検出対物レンズ８によって保持されている２つの偏向ミラー７を備えている偏向手
段６にとって、個別の隙間が、サンプル１の両側に、有利には存在する。
【００８３】
　検出対物レンズ８は、サンプル１のうちの１つが、顕微鏡で検査中に、浸漬液（図示せ
ず）に浸漬されている。検出対物レンズ８が取り付けられている偏向手段６は、顕微鏡で
の検査中に、浸漬液中に位置している。
【００８４】
　偏向手段６は、線状光１１が照明対物レンズ１０から射出して、照明位置５に向けて、
照明対物レンズ１０の光軸に対してゼロ度とは異なる角度で、特に望ましくは直角で伝播
するように、線状光１１を偏向することを提供する。このように、照明位置５に位置され
たサンプル１のレイヤーは、照明対物レンズ１０によって焦点が合わせられた線状光１１
によって照明される。
【００８５】
　より明確にするために、線状光１１は、図１では、部分的にしか、および概略的にしか
示されていない。そして図２から図６および図７では、線状光１１の経路の多少なりとも
、より正確な描写が含まれている。
【００８６】
　照明されたレイヤーから射出される、検出光、特に蛍光は、検出対物レンズ８を介して
検出器（図１には示されていない）に導かれる。検出器は、２次元画像を取得するための
センサ、例えば、ＣＣＤセンサを含むことができる。
【００８７】
　照明されたレイヤーに関する所望の画像情報が取得されると、サンプルホルダ２と、照
明位置５に個別に位置されているサンプル１は、さらにサンプル１の異なるレイヤーを照
明して、そして顕微鏡で検査するために、偏向された線状光１１の平面に対して垂直に、
および／または、照明対物レンズ１０の光軸に対して平行に、互いに相対的に変位される
。
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【００８８】
　代わりに、偏向された線状光１１で、サンプル１の異なるレイヤーを照明するためには
、偏向手段６および/または、照明対物レンズ１０を移動させることも可能である。例え
ば、照明対物レンズ１０は、照明されるレイヤーを変更するために、その光軸方向に移動
される。  
【００８９】
　代わりに又は付加的には、例えば、偏向された線状光１１で、サンプル１の異なるレイ
ヤーを照明するために、偏向された線状光１１の平面に対して平行に、および／または、
照明対物レンズ１０の光軸に対して垂直に偏向手段６を変位させることも可能である。
【００９０】
　複数のレイヤーを順次走査することによって、サンプル照明位置５に存在している個別
のサンプル１の３次元画像を取得すること、あるいは、サンプル照明位置５に位置してい
る個別のサンプル１の３次元画像を可能にする画像データを取得することが可能となる。
【００９１】
　サンプル１を保持するサンプルホルダ２は、好ましくは、サンプル１の少なくとも一つ
がそれぞれ、サンプル照明位置５に連続的に位置されるようにサンプル照明位置に対して
、特に電動式および/または自動で、移動可能に支持されている。
【００９２】
　サンプルホルダ２は、好ましくは、サブホルダ３の長手方向の一方で、２つの相互に垂
直な方向に、変位装置により、案内移動可能となるように配置されています。これは、二
つの矢印９によって、示されている。
【００９３】
　偏向手段６のための十分な隙間が、サブホルダ３の間に、外側に並んでいるために、次
のサンプルが、照明位置５の中に、それぞれ搬送されていき、そして、照明対物レンズ１
０に対し相対的に、サンプルホルダ２を、特に水平でリニアに運動させる簡単な手段によ
って、顕微鏡での検査が行われる。
【００９４】
　有利には、同じサブホルダ３の１つのサンプル１から次のサンプル１への切り替えは、
単に、排他的に、照明対物レンズ１０に対して相対的なサンプルホルダ２の単一でリニア
な運動を必要とするだけであり、それは、二つの矢印１２によって示されている。
【００９５】
　偏向手段６と一緒の検出対物レンズ８の相対運動は、付加的に、垂直方向に、２つの矢
印１３によって図示されるように、１つのサブホルダ３からつぎのサブホルダ３へ切り替
えるためにのみ必要とされる。
【００９６】
　図２は、本発明に係る光学装置の別の例示の実施形態の詳細図を示している。
【００９７】
　本実施形態では、サンプルホルダ２のサブホルダ３は、図１に示す実施形態のように、
透明な受け皿４に配置されている。しかし、図１に示した実施形態とは異なり、サンプル
ホルダ２のサブホルダ３は、それぞれの中に少なくとも一つのサンプル１が配置されてい
る、透明で、好ましくは液体の、埋め込み媒体が充填された、更なる受け皿として具現化
される。更なる受け皿は、一つの共通面内でマトリクス状に、透明受け皿４内に配置され
ている。
【００９８】
　照明位置５にサンプル１を位置決めするために、偏向手段６と一緒の検出対物レンズ８
は、それぞれ、上方から、更なる受け皿の中に導入される。これは図において、湾曲した
２つの矢印１３によって図示されている。この実施形態では、サンプルホルダ２は、２つ
の相互に垂直な方向に、変位装置（図示せず）によって、案内移動可能に配置されている
。これは、図面において、二つの矢印９によって示されている。
【００９９】
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　図３は、本発明による光学装置のさらなる例示の実施形態の詳細図を示している。
【０１００】
　サンプルホルダ２は、サブホルダ３によってそれぞれのサンプル１が保持された多数の
サンプル１を搬送する回転タレット１４を含んで構成されている。
【０１０１】
　サブホルダ３は立方体状の構成であるが、このような形状に限定されるものではない。
他の幾何学的形状も代わりに可能である。サブホルダ３は、それぞれ、寸法的に安定する
埋め込み媒体から作られており、例えばアガロース、または、（好ましくは、類似の）ゲ
ル状の透明媒体から作られており、少なくとも1つのサンプル１がそれぞれその中に埋め
込まれている。
【０１０２】
　サンプル１は、順次、照明位置５に搬送され、タレット１４が回転することにより、顕
微鏡により検査される。
【０１０３】
　図３に示される例示の実施形態は、さらに、検査されるべきサンプル１を有するサブホ
ルダ３を自動的にタレット１４に配置し、すでに検査されたサンプル１を、このサンプル
１のサブホルダ３と一緒に、タレット１４から取り除くハンドリング装置１５を備えてい
る。
【０１０４】
　好ましくは、既に検査され、タレット１４の回転によってサンプル照明位置５から既に
移動されたサンプル１を、タレット１４から自動的に取り除き、そして、さらに、まだ検
査されていないサンプル１を、サブホルダ３と一緒に、タレット１４に、特に、既に検査
が行われたサンプル１が取り除かれて空になった位置に向けて搬送するハンドリング装置
１５が、ここでは、特に有利な態様で、供給を行う。
【０１０５】
　このようなやり方が有利に達成されることにより、サンプル１が連続的に、かつ継続し
て、絶え間なく検査されて、連続的な検査がなされる。
【０１０６】
　より明確にするために、既に述べたように、線状光１１が、図３に、一部のみ、概略的
に示されている。加えて、より明確にするために、照明領域５におけるサブホルダ３のい
くつかの輪郭線は、描かれていないか、または、部分的にのみ描かれている。
【０１０７】
　図４は、図１に示したサンプルキャリアと同様に構成されているサンプルキャリア２を
有する、本発明の可能な光学装置の例示の実施形態を示している。しかし、サンプルキャ
リア２は、ただ一つのサブキャリア３を含んでいる。
【０１０８】
　光学装置は、レーザとして具現化され、実質的に断面が円形の光束１７を発光する光源
１６を備えている。光束１７は、シリンドリカル光学素子１８を用いて線状光１１に整形
して、照明対物レンズ１０に進行する。光学要素１９、例えばミラーやレンズは、光束１
７および線状光１１を案内し、整形するために存在する。図１に示す実施形態を参照して
上述したように、照明操作が実行される。
【０１０９】
　サンプル１から射出される検出光２０は、さらに光学素子２１を介して検出器２２に向
けて進行する。
【０１１０】
　図５は、図４に示された実施形態に対する変形例の例示の実施形態を示している。
【０１１１】
　本実施形態では、断面が円形であって、光源１６によって生成される光束１７は、例え
ば、ガルバノミラーを含むことができるビーム偏向装置２３の助けを借りて平面内で十分
に迅速に偏向される。線状光１１は、照明面で事実上、存在する。および/または前記照
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明は、サンプル１から射出される光の検出のために設けられた検出器２２において、およ
び顕微鏡の下流の評価装置において、シリンドリカル光学素子で発生した線状光１１と識
別することはできない。および/または取得された画像データは、連続する線状光１１に
よる照明の状況によって生成されるデータと、異ならないか、または実質的に異ならない
。
【０１１２】
　図６は、本発明の可能な光学装置の別の例示の実施形態を示している。
【０１１３】
　本例示実施形態では、サンプルホルダ２は、アガロースまたは類似の媒体からなる直方
体のサブホルダ３を搬送する透明なサンプルキャリアプレート２４で構成されている。
【０１１４】
　検査すべきサンプル１は、直方体の中に埋め込まれている。検査すべき個々のサンプル
１を順次照明位置５に搬送するために、サンプルホルダ２は、サブホルダ３の長手方向の
延長方向に段階的に移動される。
【０１１５】
　一つの特別な特徴は、サブホルダ３は、検査プロセスの過程で生成されるという事実で
ある。整形手段２６を備えたサブホルダ生成手段２５は、このために存在している。
【０１１６】
　サブホルダ生成手段２５は、第１の供給管２７を介して、アガロースまたは同様の透明
な媒体を供給する一方で、埋め込むべきサンプル１を、第２の供給導管２８を介して、供
給する。
【０１１７】
　また、光源３０と、第２の供給導管２８を介して配送されるサンプル１の連続性を検出
する受光部３１を有する光バリア装置２９が備えられる。
【０１１８】
　成形手段２６は、照明対物レンズ１０に対して、固定した態様で相対配置され、サンプ
ルキャリアプレート２４に沿って移動することはない。
【０１１９】
　図７は、線状光１１の可能な経路を図示している。この実施形態では、線状光１１は、
光束３３が連続的に前後にビーム偏向装置（図示せず）により移動しているという事実に
よって生成される。これは湾曲した２つの矢印によって図面内で示されている。
【０１２０】
　より明確にするために、図面は、この目的のみのために、簡単な「スナップショット」
を示している。
【０１２１】
　照明対物レンズ１０から出る光束３３は、前後に連続的に移動して、照明対物レンズ１
０によって焦点が合わせられて、偏向ミラー７に進行して、照明対物レンズ１０の光軸に
対してゼロ度とは異なる角度、現在の例では、９０°で伝播するように、偏向ミラー７に
よって偏向される。
【０１２２】
　光束３３は、照明位置５に焦点３２を有している。高速の前後の移動によって生成され
た擬似の線状光１１は、結果的に、照明対物レンズ１０の光軸に対して垂直な平面内に位
置される。
【０１２３】
　照明位置５にそれぞれ位置されるサンプル１を、偏向後に好ましくは全てが同じ偏向面
を伝播する複数の線状光１１を用いて、別の方向（同時または連続的に）から照明するこ
ともまた可能であるが必ずしも必須ではない。しかし、より明確にするために、この場合
は、図面には示されていない。
【０１２４】
　図８は、特殊なサンプルホルダの例示の実施形態を示している。
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【０１２５】
　参照番号３４は、偏向手段６または偏向ミラー７とサンプルストリップまたはサブホル
ダ３との間で衝突が発生しないための検出対物レンズ８（概略的にのみ示す）の移動方向
を示している。
【０１２６】
　サンプルストリップは、例えば、寒天から構成されており、１から複数のサンプルを含
むことができる。描かれている点線３５は、偏向ミラー７の移動経路を示している。
【０１２７】
　偏向ミラー７は、サンプルストリップまたはサブホルダ３と衝突することなく、隙間ま
たは定義可能な領域に移動させることができる。原理的には、隙間または定義可能な領域
は、2つの偏向ミラー７の間隔およびサンプルストリップまたはサブホルダ３の寸法に依
存している。
【０１２８】
　加えて、２つの隣接するサブホルダ３の間の間隔は、サブホルダ３と、偏向手段６また
は偏向ミラー７または他の検出対物レンズ８上に配置されている他のコンポーネントとの
間の衝突を回避するのに十分でなければならない。
【０１２９】
　中央の点線３６は、検出対物レンズ８が、サンプルストリップまたはサブホルダ３と交
差することなく移動することができる安全領域３８内で可能な移動経路を示している。
【０１３０】
　サンプルストリップまたはサンプルホルダ３が位置することを許容する、制限された運
動領域３８は、灰色の背景で示されている。
【０１３１】
　制限された運動領域３８では、サンプルホルダ２と、検出対物レンズ８との間の相対運
動は、とりわけ、サンプル又はサブホルダ３が、検出対物レンズ８によって損傷すること
がないことを常に保証するように、サブホルダ３に平行な特定の運動軌道にのみ生じるこ
とを許容する。
【０１３２】
　サンプルホルダ２は、統合されたキャリブレーションオブジェクトまたはマーカ３９を
含んでおり、それは、定義された位置での顕著なポイント、または蛍光ドット、または蛍
光パターン（ビーズの房）、または顕微鏡での透過光モードにおける可視的な微細構造を
備えている。
【０１３３】
　この種の統合されたマーカ３９は、また、特に、キャリブレーションの目的を提供する
。これは、照明対物レンズ１０及び/又は検出対物レンズ８とサンプルホルダ２との間の
相対的な位置の決定を、例えば、許容するためである。
【０１３４】
　図９は、受け皿４内で、概略長い構成のサブホルダ３を有するサンプルホルダ２の例示
実施形態を示す斜視図である。サブホルダ３は、互いに実質的に平行に配置されている。
【０１３５】
　検出対物レンズ（図９には図示せず）の運動軌跡３７は、蛇行形状を有するか、または
サンプルホルダ２の長手方向側および横側に沿った安全領域に延びている。特別なサンプ
ルホルダ２と一緒に、サブホルダ３の位置は、事前に定義することができる。このサブホ
ルダ３の位置は、サンプルが特別なサンプルホルダ２上で検出されたことをシステムが認
識したときに、メモリから読み出される。
【０１３６】
　図１０は、受け皿４内で、サブホルダ３を有するサンプルホルダ２のさらなる例示実施
形態を示す斜視図である。
【０１３７】
　サブホルダ３は、異なる長さを有することができ、互いに実質的に平行に配置されてい
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でき、また、平行でない態様で配置することもできる。
【０１３８】
　図１０は、検出対物レンズ８（図１０では示せず）の最適化された様式で算出された運
動経路３７を示している。これは、検出対物レンズ８/偏向手段６とサンプル１との間の
衝突を回避するようにしながらも、検出対物レンズ８の最短の運動経路および/または最
短の検出期間とすることができる。
【０１３９】
　例えば、１つのサブホルダ３の終点４０と、つぎのサブホルダ３の出発点４１との間の
最短の運動経路は、制限された運動領域３８内に確認される。終点４２が、制限された運
動領域３８の端部の近くに位置されている場合は、次のサブホルダ３は、安全領域３７を
介して移動される。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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